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特定非営利活動法人 高槻まごころ 



改 訂 履 歴  管  理  表 

 

版数 日  付 改訂内容 承認 審議 立案 

１ 2023.10.01 新規制定    

2 2025.04.01 
虐待事案発生時の高槻市への連絡先を明

記・成年後見制度の利用支援項目を追加 
   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



１. 基本的な考え方 

特定非営利活動法人高槻まごころは（以下「事業所」という。）は、利用者の権利擁

護のため、高齢者虐待（以下「虐待」という。）を受けている状態又は虐待が疑われ

る状態にある高齢者について、適切な対応を確保することで、高齢者の尊厳を守り、

安心して生活できるように早期発見・早期対応に努め、利用者が介護サービスを適

切に利用できるように支援する。 

 

２. 高齢者虐待の定義 

（１）身体的虐待 

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること。 

また、正当な理由なく身体を拘束すること。 

（２）介護・世話の放棄放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によ

る虐待行為の放置など擁護を著しく怠ること。 

（３）心理的虐待 

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者の高齢者に著 

しい心理的外傷を与える行動を行うこと。 

（４）性的虐待 

  高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ 

と。 

（５）経済的虐待 

  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者から財産を不当に処分することその他当該 

高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

 

３. 虐待防止検討委員会 

事業所は、虐待防止及び早期発見に組織的に取り組み、虐待が発生した場合は再発

を確実に防止することを目的に次の通り虐待防止検討委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 

４. 職員研修の実施 

事業所は、職員が虐待防止に関する基礎的な知識を身に着け、利用者の権利擁護に 

対する認識を深めることができるよう職員研修を次のとおり開催する。 

  ・新規採用：採用後３ヶ月以内 

  ・継続研修：年１回以上 

  職員研修の開催は、虐待防止に関する外部研修等への参加に代えることができる。 

  研修実施記録を作成し、使用した資料とともに保管・管理する。 



５. 虐待（疑い含む）等を発見した場合 

（１）高槻市への相談・通報・届出 

  虐待を疑う場面に立ち会ったり、虐待と認められる行為等を発見した場合は、通報 

義務がある為、高槻市内の下記の行政機関に相談・通報・届出を行なう。 

●「家族等（養護者）による高齢者虐待」に関する相談・通報・届出の受理機関 

高槻市役所 福祉相談支援課・・・０７２－６７４－７１７１ 

市内１２箇所の地域包括支援センター 

●「職員（養介護施設従事者等）による高齢者虐待」 

に関する相談・通報・届出の受理機関 

高槻市役所 福祉相談支援課・・・０７２－６７４－７１７１ 

●外傷がある場合や緊急性を要する場合などは、警察・救急へ連絡を行なう。 

（２）職員による虐待が発生した場合は、厳正に対処する。 

（３）虐待の事実が確認された場合には、委員会を開催し、再発防止策の検討又はその 

効果の評価を行い、虐待の原因の除去と再発防止に努めることする。 

 

６. 虐待に関する相談・報告体制について 

事業所は本指針による虐待防止に関する措置を適切に実施するため、虐待受付担当

者（以下「担当者」という。）を置き、次のとおり対応するものとする。 

（１）職員が他の職員による虐待を発見した場合は、担当者に速やかに報告する。虐待 

者が担当者本人だった場合にはその上司に報告する。 

（２）担当者は受付記録を作成し管理者へ報告する。また、その後の経過についても適 

宜記録を作成する。 

（３）管理者は担当者から報告等により虐待の事実（疑い含む。）を把握した場合は、 

速やかに高槻市に通報し、高槻市が行う事実確認に協力する。 

（４）管理者は、発見者の情報について秘匿した上で経過等の記録を委員会において提 

示し当該事案の検証、再発防止策の作成を行う。 

 

７. 成年後見制度の利用支援 

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に 

応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携の上、成年後見制度の利用を 

支援する。 

 

８. 指針の閲覧 

「高齢者虐待防止のための指針」は求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるよ

うにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧

できるようにする。 



【附則】 

本指針（第２版）は、令和 ７年 ４年 １日から施行する。 


